


～異動届提出前に必ずご確認ください～ 

提出書類に不備がある場合は、書類一式を返送することがあります。 

その分届出が遅れてしまいますので、届出にあたっては、記入漏れや不足書類はないか改めてご確認ください。 

 

チェック欄         確 認 事 項 

□   国民健康保険被保険者資格異動届に記載漏れはありませんか。 

□   日中連絡のできる連絡先の電話番号が記入されていますか。  

□   京都市外へ転出される場合、転出先住所が記入されていますか。 

□   脱退される方の異動届欄に○が記入されていますか。 

 

チェック欄         提 出 書 類 

□   国民健康保険被保険者資格異動届  

□   運転免許証など本人であることを証明できるものの写し  

顔写真付きの公的機関が発行する本人確認書類 １ 点 又は 

顔写真なしの公的機関が発行する本人確認書類 １ 点とそれ以外の本人確認書類 ２ 点 

□   マイナンバーが確認できるものの写し（以下のいずれか）  

マイナンバーカード（個人番号カード） 

個人番号が記載された住民票 

住民票記載事項証明書 

個人番号通知カード（記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。） 

□   京都市国民健康保険の資格確認書等  

   国保を脱退される方で資格確認書を交付されている場合は、交付されている方全員の資格確認書を返却してください。 

   ただし、世帯主が国保を脱退することにより、世帯主を変更する場合（※）は、全員の資格確認書又は資格情報のお知らせの 

書き換えが必要ですので、資格確認書及び資格情報のお知らせの原本をご提出ください。 

※世帯の中に７０歳～７４歳の方がおられる場合は、高齢受給者証が交付されている方全員の高齢受給者証の原本があわせて必要です。  

職場の健康保険や国民健康保険組合に入ったとき 

□   職場の資格確認書及び資格情報のお知らせの写し 又は 職場の健康保険に入った証明書（原本） 

      生活保護を受けなくなったとき  

□   保護受給証明書など開始日がわかるもの 


